


 

 

その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事（保

健所を設置する市又は特別区（以下「保健所設置市等」という。）にあっては、その

長。以下この章（次項及び第三項、次条第三項及び第四項、第十四条第一項及び第

六項、第十四条の二第一項及び第八項並びに第十五条第十三項を除く。）において

同じ。）に届け出なければならない。 

一 一類感染症の患者、二類感染症、三類感染症又は四類感染症の患者又は無症状

病原体保有者、厚生労働省令で定める五類感染症又は新型インフルエンザ等感染

症の患者及び新感染症にかかっていると疑われる者 

二 （略） 

２～７ （略） 

８ 第一項から第五項までの規定は、医師が第一項各号に規定する感染症により死亡

した者（当該感染症により死亡したと疑われる者を含む。）の死体を検案した場合

について準用する。 


